
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅取得等資金に係る贈与税の非課税            

Ｑ：住宅取得等資金に係る贈与税の非課税

措置が拡充されるとか。どのようになるので

すか？                                          

                                             

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

は、住宅市場を活性化させることを目的とし

て、平成27年において、次のように非課税枠

が拡大されます。 

 ・良質な住宅用家屋    

1,000万円→1,500万円 

 ・上記以外の住宅用家屋  

500万円→1,000万円 

そして、来年１月から消費税の税率が10%に

なる前９月までは、駆込み増が予想されるこ

とから非課税枠を縮小する一方で、10月以降

は反動により減ることが予想されることから、

消費税率10%が適用される住宅購入者を対象

とした非課税枠(10%適用枠)を創設して、住宅

需要の喚起を図るとしています。 

また、反動減が特に大きくなることが予想

される平成28年10月から平成29年９月までの

１年間については、非課税枠を3,000万円に拡

大し、反動減がやわらいでくる平成29年10月

以降の非課税枠を段階的に縮小していくとし、

しばらく反動減の影響が残ることを考慮し、

十分な期間の反動減対策を実施するとし、非

課税措置を平成31年６月末までとしています。 
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